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２０２５年度 賃金のベースアップ
２０２５年度 夏期手当 妥結！

定期昇給：昇給係数４での完全実施

基本給改定：

所定昇給額の１．５倍の額、
及び４，０００円を加える

【エルダー社員】
基本賃金に８，０００円を加える

夏期手当：
基準内賃金の２．８ヶ月分とする
支給日：令和７年６月２６日（木）

（令和７年４月１日現在、満５５歳未満の社員）

妥結に際して、

安全性再確立と健全な企業ガバナンスの再確立を求める要請書
を提出！

年功型賃金の堅持！過去最高額のベア実現！

私たちのたたかいの成果を皆で確認しよう！
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